
 

そういった、もう粗放的に管理すればいいのでは

ないか、手放したい土地が出てきている、それはも

う放っておけばいいのではないか、それはそうな

のかもしれませんが、じゃあ「それが欲しい」って

言ってきた人に対してはどうするのか、今の日本

は自由経済の国でありますから、資本主義であり

ますし、やはり「欲しい」と言う人がいれば、基本

的にはそこで取引が発生して流通をすると。しっ

かり利用していただける、管理していただける分

であれば、別にそれは誰だっていいのではないか。

ただ一方で、安全保障の観点から、あるいは国土の

保全という観点から、そこはしっかりとした者が

管理していく必要があるのではないかという議論

も一方である。そうしたバランス感覚の中で、色ん

な施策を考えていかなければいけないのかなとい

うふうに、この 年間を振り返って痛感をしてい

ます。

もう少し各論的に言いますと、担い手をどう作

っていくのか、応援をしていくのか、持続可能性と

いう観点からも非常に大事ですし、財源という問

題ともすごく密接に関連する問題だと思っており

ます。あるいはデジタル化ですね。ここら辺は非常

に重要な議論かなと思っておりまして、当面、私ど

もの国土審議会に企画部会というものがあるので

すが、そこの委員の方々からプレゼンテーション

いただきながらやっていこうと思っているのです

けれども、こうした切り口が一つ柱になってくる

かなと思っております。

それから、関連領域との連携ですね。これは先ほ

ど空き家問題との連携を打ち出しましたというふ

うに申しましたけれども、例えば公的不動産の利

活用推進などというのもあろうかと思います。相

続した土地を国庫に帰属させる、そうすると、国の

普通財産になるわけであります。今、既に公共施設

として使われていたけれど、もう役目を終えてし

まったようなものをどう使うか、あるいは新たに

国庫に帰属してくるようなものに対して、あるい

は寄付を受けて抱えなければいけないような、そ

うしたものに対してどういうふうに利活用・管理

を進めていくのか、こういったところ、関係領域と

の連携というのが必要になってくるかなと思って

います。

それから最後に書きましたのは、制度改正は非

常に大事なのですけれども、その制度改正が国民

とか地域の住民の方々との意識とずれたとき、絵

に描いた餅に終わるということが、私ども、制度を

作っていくと直面していくわけなのですけれども、

これはソフトの話になるかもしれませんが、国民、

あるいは地域でいえば住民ということになります

けれども、やってきた施策あるいは制度見直しと

いうものを、行動の変容にどうつなげていくのか

という、そのコミュニケーション手法というので

しょうか、そうしたものも私ども、しっかり磨いて

いかなければいけないということで、こういった

分野、私はちょっとあまり得意ではないのですけ

れども、民間の方々のお知恵もいただきながら特

にやっていかなければいけない分野かな、などと

思っております。

最後の、今後の課題というのは、別に省として全

然オーソライズされたものでも何でもなく、私の

所感、私見ということなので、ふーんという感じで

聞いていただければ結構なのですけれども、こう

いった考えもあるのかなという感じで受け止めて

いただけたらありがたいと思います。ちょっと時

間が長くなってしまいましたけども、私からは以

上です。
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